
テーマ⑤ がんの予防  

ご意見の表題   ご意見の概要   

①昨年「健康日本21」見直しの際、数値目標設定は見送ったのに、今回計画に盛り込もうとする  
のは、一貫性がない。②国際がん研究機関の発がん性グループ1は、排気ガス、太陽光、アル  

がん対策基本計画の喫          コール、たばこ等全部で87品目あり、排気ガス、アルコール等は病理学的に発がん性が高いこ  
29               煙率半減目標設定に反  

対   に、肺がん死亡率は年々上昇しており、喫煙率半減の数値目標を設けてもがん死亡率を減少  
できるとは思えない。④たばこは合法的な時好品であり、喫煙するかしないかは個人の判断に  
委ねるべきであり、行政が介入する問題ではない。   

がんの原因については、たばこ以外にも食生活及び運動等の生活習慣やストレス、肝炎ウイル  
ス等の感染症等様々なものがあると聞いている。年々喫煙者は減少し、たばこもフィルターが  

たばこ販売業界への配          装着され、低ニコチン・低タールの商品が開発されているにもかかわらず、肺がんでの死亡数  
30               慮も踏まえた公正・公平  は増加しており、たばこのみががんの重要な原因とは到底考えられない。また、たばこは国が  

な観点からの検討を  認めた合法の晴好品であり、国の一機関である厚生労働省による制約を受けるものではない。  
これ以上たばこ規制が行われれば、零細な販売店の多くが廃業に追い込まれることになる。た  
ばこ販売業界への配慮も踏まえた公正■公平な検討をしてほしい。   

たばこは合法的な嗜好品であり、喫煙するかしないかは個人の判断であり、国家権力が介入し  
「基本計画」中に喫煙者 率引き下げの数値目標  

31  
を示すべきではない  

あり、たばこに限定するのは大きな間違いである。   

がん対策基本法第6条に「国民の責務」とあるが、喫煙、食生活、運動等生活習慣に対して、行  

32  がん対策推進基本計画 への意見      政が過度に関与することは個人の自由を侵害することになるのでは。また、「がん予防」と称し  
て、個人の趣味や生活習慣を規制することや生活規鱒を押しつけることは大変迷惑である。   

統計的な比較でたばこが悪いと言及するのはおかしいと思う。統計そのものがどこをだれを対  
象にして行ったものなのか、それはどこまで言えるのかも不明である。病理学的に、解剖学的  

33  たばこが悪いと決め付 ける原因は何？          に科学的な見地から良いか悪いか判断しないと間違った方向に進んでしまう。もう一度、科学  
的なデータを解析して本当に悪いのは何なのか、違いがなければ規制をかける必要性は全くな  
い。   

今の世の中、何でも「たばこが悪いから」といって禁煙対策がやりやすい状態となっているが、  
たばこ対策しか考えら れない事はないと思う 

34   。 もっと知恵出しして      スアルコ 
てほしい。   

近頃たばこバッシングが激しく、たばこ耕作者は非常に心苦しい思いを強いられている。これ以  
上たばこバッシングに拍車がかかると耕作意欲の減退につながり、産地は崩壊してしまう。たば  

たばこ対策に関する要          こは合法的な大人の晴好晶であり、昔から多くの国民に親しまれてきた文化の一つである。喫  
35               七月 三E   

煙と健康の因果関係は明確化されていないと思う。喫煙率削減に向けた数値目標の設定、喫  
煙率の減少を目的とした価格、課税強化対策等の内容ががん対策推進基本計画に策定される  
ことに反対する。  
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テーマ⑤ がんの予防  

ご意見の表題   ご意見の概要   

たばこは、長年にわたり生活に定着し、親しまれた合法的な嗜好品で文化である。また、たばこ  
は60％以上が税金で国家財政に大きく貢献している。喫煙が体に及ぼす影響については、未  

たばこ対策に関する要   
36   国  王  ト、飲酒等が身体に与える影響が大きいと考える。自分にとって喫煙はストレス解消であり、心  

身ともにリラックスできるものである。がん対策のための消費削減を目的とした「たばこ税増税」  
は庶民のささやかな楽しみを奪うものであり、到底容認できない。   

厚生労働省が、「がん対策」において、たばこを一方的に悪者として消責削減しようとすることに  
対して、同意するわけにはいかない。「がんの原因」はほかにも多くあるはずなのに、そちらに  
ま手をつけず、手っ取り早い「たばこ」のみが、「がん発症」のターゲットにしているとしか思えな  

37  がん対策推進基本計画 （案）について意見              い。喫煙率削減の数値目標が設定されれば、我々たばこ店は廃業せざるを得なくなる。国の許  
可を得て、国の財源の手助けをしている「たばこ店」を厚生労働省はどのように考えているの  
か。また、「健康日本21」においては数値目標は設けなかったのに、「がん対策」で数値目標を  
検討することは受け入れられない。   

たばこを吸う吸わないは個人の晴好の問題である。たばこのパッケージには喫煙は健康に対し  

「基本計画」中に喫煙率  
て影響があると明示されており、喫煙者はそのことを理解した上で自らの判断で喫煙している。  
個人の晴好まで国が介入すべきではないと思う。他人に迷惑をかけないことを前提に個人の判  

38   引き下げの数値目標を 示すべきでない              断に委ねるべき問題である。また、がんで死亡する人は年々増加し、一方で、たばこの喫煙率  
ま減少しているとのこと。社会の中にはいろんなことがありそれぞれが作用しあって病気になる  
のではないか。たばこだけを槍玉にあげて数値目標として取り組むことに反対。   

がんの予防において、もっとも重要なことはたばこ対策である。抜本的なたばこ対策なくして、が  
んの予防はない。公共空間での全面禁煙化（罰則付き）やたばこ自販機の撤廃等が必要。喫  

がん対策はすなわちた  

39   ぱこ対策であり、喫煙率 低減目標は必須であ  
る。  だけで、喫煙者のほとんどは「やめたいがやめられない状態」である。厚生労働省はそうした人  

たちに健康と命を守るための救いの手をさしのべる必要がある。財務省やたばこ産業から圧力  
があるかもしれないが、厚生労働省は自分の仕事をきちんとすればよいと思う。   

国民自らがんの予防に努力することを促すため以下のようにすべき。  
40歳以上65歳未満の者は、対策型または任意型の胃、大腸、肺、前立腺、乳腺と子宮などの  

40  がん検診と医療費負担 額          がん検診を定期的に行い、これを証明する手帳を作ることとし、がんの治療を行う場合に、検診  
を怠り該当する臓器のがんに罷った者は、検診を行っていてがんに罷った者より自己負担額の  
割合を増やすようにする。   

私はたばこは吸わないが、たばこ好きが一服することになぜ目くじらたてて答め立てするのか。  
国の一機関である厚生労働省が公平さを欠き一方的に嫌煙の側に立って、今回の基本計画を  

41  たばこの「数値目標」の 検討、設定に反対          立案するのか。世間では殺伐たる事件が次々起こっている。こんな時代だからこそ、厚生労働  
省は、たばこ問題に関しても、国民がゆったりとした気持ちをもち、他人の趣味・楽しみに踏み  
込まず、心に余裕を持って生きていくことができるように導くべきである。   

喫煙率の数値目標に反  
42   対   ある。  
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テーマ⑤ がんの予防  

ご意見の表題   ご意見の概要   

厚生労働省のがん対策について、たばこだけ悪者扱いするのはおかしい。むしろ、生活上での  
たばこの喫煙は個人で      ストレスや食生活、生活習慣のほうが問題である。たばこの喫煙によるストレス解消は、むしろ  

43           判断すべき   健康にはよいのではないか。嗜好品であるたばこの喫煙に関しては役所が規制するのではな  

く、大人個人個人で判断すべきものである。   

「がん対策推進基本計  たばこは大人に認められた長い歴史を持つ時好品である。欧米と比較して日本のたばこの価  

44  
画」にたばこの価格一課  格が安いと言われているため価格を上げるべきだという意見があるが、愛煙家としては納得い  
税に関する政策を示さ  かない。国家が介入して晴好品の価格を上げるのは間違いである。行政側は、吸う人と吸わな  
ないでほしい   

い人の両方を考慮し、分煙等共存できる社会を考えてほしい。   

たばこは長年にわたり生活に定着し親しまれてきた合法の晴好品であり、また、喫煙が身体に  
どのような影響を与えるか、未だにその全容が明らかになっていないものと認識している。ま  

た、枠組み条約に規定されている各種施策はその全てが各国一律に義務付けられているもの  
たばこ生産に携わる者              ではなく、それぞれの施策について、各国の法制度、文化、歴史、産業構造等を踏まえ慎重に  

45                   の意見として   検討されるべきである。このような中、万一がん対策のための消費抑制を目的としたたばこ増  

税等を行うのであれば、たばこ産業界の一員として到底容認できない。基本計画策定に当たっ  
ては、真に実効あるがん対策はもちろんだが、．たばこ産業全体に与える影響についても慎重に  
検討してほしい。   

喫煙がどのように人間の身体に影響するのかということの解明は未だなされていない。病気を  

たばこ対策に関する要  
減らし国民が健康になり、国の医療費負担を軽減しようとするなら、喫煙だけに限らず、食事制  

46   七胃  限、運動量、睡眠時間の管理等個人のプライバシーの部分にまで踏み込まなければならない。  
「喫煙率を下げるための規制」ではなく、喫煙者、非喫煙者両者がお互いを理解し、共存してい  
ける策を提示すべきである。   

たばこや酒は合法的に認められた個人の晴好品である。その嗜好品を国の圧力で減らすと  

47  たばこ対策に関する意  
か、増やすとかの議論は問題外である。喫煙が肺がんの因果関係につながる等の全容が明ら  

見  かでないなか、行政機関が主導となり喫煙を抑制するような取り組みにより、マスコミ報道の中  
では、喫煙者に対する偏見も見られる。もし個人の自由であるべき嗜好の喫煙を強制的に規制  
したら、たばこより悪い麻薬・覚醒剤がはびこる可能性もある。   

今どこに行っても、たばこ＝がん＝悪者の会話になる。たばこを止められないのは精神が弱い  

48  厚労省の喫煙対策につ  
からとか、がんになるとか悪者になっている。これは厚労省の行き過ぎた政策・宣伝の結果であ  

いて  る。あたかも喫煙者はがんになるとしか受け取れないが、科学的根拠はあるのか。たばこは心  
にゆとりを持たせ、精神的なストレス発散に効果がある。また、ニコチンは身体に必要と聞いた  
ことがある。たばこの効果にふたをし、根拠のない悪評ばかり宣伝するのはおかしい。   

「たばこ」だけがバッシングの対象として目くじらを立てるのか不思議である。受動喫煙が身体に  

49  喫煙とがんの関連につ  
悪い、がん患者は喫煙者に多い等、全て「たばこに罪」を着せているように感じる。喫煙歴は長  

いて  いが、健康状態は良好であり、健康診断も問題ない。「健康日本21」等で数値目標を掲げても、  
反喫煙者だけが数値目標にこだわり弾圧の材料にしている嫌いがある。他人（国）が決めた目  
標値などは努力目標であり、無意味である。  



テーマ⑤ がんの予防  

ご意見の表題   ご意見の概要   

いずれ生・老・病・死はついてくるものである。がんを含む生活習慣病は、運動不足や栄養の偏  

喫煙者率引き下げの数      り、飲酒、加齢、遺伝子的な要素という様々な要因からくるものである。喫煙率が下がっている  
50           値目標を示すべきでは  のに肺がん率は上昇しているとも聞く。大人の嗜好品に数値目標を設定し、押さえつけるような  

ない   考えは日本的ではない。共存していく道を探すべきではないか。たばこは6割が税金である。も  
したばこをそこまで追いやるのであれば、この税金を安くしてほしい。   

何のための数値目標な  
数値だけを決めれば自動的に喫煙率が下がるのか。その数値目標のために、喫煙者狩りが行  

51   のか  
われない保障はあるのか。数値目標を設定する以前に、きちんとした換気設備の整った喫煙場  
所を設置するように指導することこそ、厚労省本来の役目である。   

喫煙は個人が自分の体や健康状態を考えて、自らが判断すべきであり国が介入する問題では  

ない。そもそも喫煙とがんの間に相関関係があるのかも疑問である。喫煙率は低下しているの  

52  喫煙率の引き下げの数 値目標について          こ、肺がんによる死亡率は上昇している。また、日本人男性の喫煙率は欧米に比べれば高い  
が、肺がんによる死亡率は欧米ほど高くない。むしろ、ストレスとがんの間にこそ相関関係があ  
るのではないか。   

「たばこ」は個人の判断で吸う吸わないを決めるべきものであり、政府が喫煙者の割合を何％に  

するとかしないとかというのは大きなお世話である。喫煙者の割合を目標化したりして「たばこ」  

53  たばこ対策に偏りすぎ  
だけをピックアップするような計画には反対である。以前、ごはんの「こげ」ががんの発生要因で  
あるとマスコミを賑わしたことがあるが、真実だったのかどうか不明のままである。がんの発生  
要因には遺伝的なものや食生活を含め各種あり、あまりに「たばこ」だけに注目してしまうと、も  
のごとの本質から国民の目をそらしていくことになりかねない。   

基本計画に喫煙者率引き下げの数値目標を示すことは、あたかもがんの原因がたばこである  
と特定されているかのごとき誤解を招く。たばこにリスクがあるとしても、がんの原因はひとつで  

がんの原因としてたばこ にじべ  
54   を確定的論るき  

ではない  的な考え方が支配的だが、ストレス解消などのたばこの効用を強制的に奪うことによるリスクの  
保障について論じられていない。また、数値目標を強制することは、公人の自由選択に対する  
国家権力の濫用であり、高課税を強いつつ合法的嗜好品と認めていることと矛盾する。   

「基本計画」に喫煙者率  喫煙が特定疾患のリスクを高めることについてはJTでも認識しているところ。また、たばこは広  

の引き下げの数値目標 こ 
55        およぴたばの価格・課  

税政策を示すべきでは   
ない   ことになり問題である。   

私の身の回りにおいて、喫煙は何ら影響は考えがたく、まして喫煙者率は低下する中で、肺が  
んの死亡率は上昇していると聞き及んでいる。安易に喫煙と直結させるのではなく、生活習慣  

たばこの喫煙者率の引          病の原因と影響について深く研究すべきである。また、その他有害物質（排ガス、アスベスト等）  
56               き下げの数値目標設定  の影響についても同様である。喫煙は疾病の一定リスクはあると思うが、法律で禁止されてい  

に異議あり   るものではなく、コーヒーやアルコールと同様の晴好品であり、成人自らの嗜好・判断に基づき  

行われるものであり、国家権力を振りかざし喫煙者率削減といった考えを示すことは、民主主義  
をないがしろにすることに他ならない。   
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テーマ⑤ がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

「基本計画」の中に、た  

ぱこの価格・課税政策   

57  
げの数値目標を掲げる ベ  まえ、慎重に検討されるべきである。価格・課税政策の強制による消費削減は、我が国のたば  

きではない  
こ産業に計り知れない影響を与える。   

この4月25日に日本動脈硬化学会は、高死血症の病名を脂質異常症と改めた。加えて、診療  
指針から血中コレステロール値（TCH）は除外され意味が変わった。米国の疫学研究（MRFIT）の  

高・低コレステロールへ          みならず、ハワイの日系米国人を対象とした疫学研究、我が国の」－LITと呼ぶ大規模コホート臨  
58               の正当な知識普及とが  床研究で、血中コレステロール値（TCH）が高いほどがん死は減るとの結果が出ている。国民的  

ん予防   こ広まっている”高コレステロール’’に対する誤認を改める普及活動と、低コレステロールの危  

陰性への認識を高める普及キャンペーン活動によりがん死予防となる。がんとコレステロール  
の課題をがん関係者がもっと取り上げるべきである。   

がん対策基本法の附帯決言義十九「がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革  
新的ながん予防についての研究の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関  

がん死亡率の減少のた めにたばこ対策の包括  

59    的戦略目標が不可欠で  

す  が極めて重要である。①喫煙者に禁煙を促す社会環境、②受動喫煙をなくす社会環境、③青  
少年が吸い始めない社会環境を整えるの3点を基本理念として、具体的年次及び数値目標を  
立てることが不可欠である。   

疫学的に喫煙が非喫煙に比べがんになる確立が高いからとしても喫煙者のすべてががんにな  
喫煙者の減少への具体      るわけではないことから、喫煙ががんの原因ではないということになる。それゆえに、我が国で  

60           的な目標は設定すべき  は嗜好品として認められているのではないか。その嗜好品について、厚生労働省ががん予防と  
ではない   して喫煙率の削減目標を設定し国民に示すことは、喫煙者への禁煙の押しつけにほかならな  

い。たばこががんの原因であれば時好品ではなく、大麻やコカイン等と同様に扱うべきである。   

がん対策について何故たばこだけが悪者にされるのか。完全にたばこががんに悪いとの医学  
がんに負けるな、大丈      的結果が出ている訳ではないのではないか。そんなに悪いのであれば、国として、製造・販売を  

61           夫だ   許可するのはおかしい。重大な疾病の原因と思われるものは沢山ある。たばこを取り上げてお  
けば聞こえがよいとの胆略的な考えがあるのではないか。   

とにかくたばこ対策を、  がんを引き起こす単一で最大の原因がたばこである。いくら検診を勧めたり、他の生活改善をし  
62       こ尽きます。自借を持っ  たとしても、たばこを吸う率が下がらなければ焼け石に水である。国民は厚生労働省の味方で  

て前進してください   ある。自信を持って「重点的に取り組む課題」にたばこ対策を明記してほしい。   

がんの要因物質には、いろいろなものがある中でたばこをとりあげ、喫煙を減少させれば、がん  
がん対策基本計画の喫      が減少すると考えるのはあまりにも短絡すぎる。たばこは晴好品であり、喫煙するかしないかは  

63           煙率の数値目標につい  個人の判断に委ねられるべきものであり、国家権力で縛ろうとするのは、個人の権利や人権を  
て   侵害するものである。また、健康日本21の中でも喫煙者率の数値目標を設定していないことを  

考えると厚生労働省自体の考え方に整合がないといえる。  

埠q  



テーマ⑤がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

たばこが健康に良くないとの報道があふれているが、本当にたばこだけの要因なのか。風邪と  
かインフル工ンザはウイルスがその要因であることは明白だが、人は様々な嗜好・環境の中で  

基本計画に喫煙者率引 き下げ入れない  64   目標を  
でほしい  を引き起こしているのであり、特定の要因が特定の病気を引き起こしているのではないと思う。  

たばこは、国が税金を取りながら認めている嗜好品であり、マナーを守り自身の体調と相談しな  
がら楽しんでいる限り、国がどうこう介入すべき問題ではない。   

喫煙率の数値目標が削られたとの報道に驚いている。検診による死亡率減少について議論の  
喫煙率が数値目標にな かったて  

65   らな理由を敢え  
ほしい  かったのであれば、具体的にその理由を教えてほしい。喫煙率の数値目標は「無駄」では決し  

てないと思う。   

たばこは長年にわたり生活に定着し親しまれてきた合法の嗜好品であり、また、喫煙が身体に  
どのような影響を与えるか、未だにその全容が明らかになっていないものと認識している。ま  

た、枠組み条約に規定されている各種施策はその全てが各国一律に義務付けられているもの  
たばこ政策に関する要  

66   亡月 王  

検討されるべきである。このような中、万一がん対策のための消費抑制を目的としたたばこ増  
税等を行うのであれば、たばこ産業界の一員として到底容認できない。基本計画策定に当たっ  
ては、真に実効あるがん対策はもちろんだが、たばこ産業全体に与える影響についても慎重に  
検討してほしい。   

胃がんのピロリ菌原因説、肝臓がんの肝炎ウイルス原因説、子宮頚がんのパピローマウイル  
ス原因説はすべて嘘である。がんの原因は1915年に山際・市川によって明らかにされている。  

喫煙を放置するがん対          兎の耳介にコールタールを繰り返し塗布してがんをつくった実験がある。コールタールは石炭が  
67               策は無意味   原料なので植物タールである。たばこのタールも植物タールであり、ひとのがんは、喫煙粒子  

（タール）の濃度に比例し、その通過速度に反比例してできる。喫煙を放置するがん対策は無意  
味である。たばこを吸っても肺がんにしかならないと考えている喫煙者に警告すべきである。   

たばこは成人個人が各々の自由意志で吸うか吸わないかを選択できる合法的嗜好品であり、  
政府がその削減を意図的に誘導したり、個々人の責任の下での自由意志に介入したりすべき  

喫煙者率引き下げを数          ものではない。もし厚労省が、がん発生の可能性の前には個人の権利や意志を公的に制限す  
68               値目標化すべきでない  ることも許されると考えているならば、アルコールや排気ガス、その他すべての発がんの可能性  

があるとされている物質すべてについて法的に制限すべきであり、たばこだけをことさら取り上  
げて削減、制限しようとするのは著しく公平さを欠くものである。   

喫煙者のほとんどは、自分の意志で吸っているのだから、国家がそれを強制的にコントロール  
がんと喫煙について（喫 こ  

69   煙率数値は余計なと  
では）  ある。自動車の排気ガスが悪いなら、自動車の生産を制限すべきである。自動車は社会の役  

に立っていて、たばこは無くても良いもの。という考え方は一方的な議論だと思う。   

がんに対する喫煙のリスクは疫学的に言われているだけで、病理学的には解明されていない。  
統計的にそのようなデータが出ているということだと思うが、統計とはその統計を取る立場に  

70  がんに対する喫煙のリ          よって非常に異なってしまうということが考えられる。なぜなら必ずグレーゾーンに属するデータ   スクとストレスについて   
があり、そのデータをどちらに入れるかによって変わってしまうからである。データの読み方に  
よって結論がぶれてしまうので、あまりヒステリックな施策を講じるべきではないと思う。喫煙  
者、非喫煙者両者の妥協点は分煙ということではないか。  
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テーマ⑤がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

喫煙率の半減を明記し  がん予防のため喫煙率の半減を明記した計画を作成すべきである。少ないコストで効果を上げ  
71       て対策すべし   るには、たばこ対策をしっかりすることが最も重要である。   

がん対策基本法の附帯決議十九「がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革  
新的ながん予防についての研究の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関  

がん死亡率の減少のた          する啓発及び知識の普及を図るほか、喫煙者数の減少に向け、たばこに関するあらゆる健康  
72               めにたばこ対策の包括  増進策を総合的に実施すること」に則り、がん死亡率の減少のためには、喫煙者数の減少目標  

的戦略目標が不可欠  が極めて重要である。①喫煙者に禁煙を促す社会環境、②受動喫煙をなくす社会環境、③青  
少年が吸い始めない社会環境を整えるの3点を基本理念として、具体的年次及び数値目標を  
立てることが不可欠である。   

人によって価値観が異なる。たばこに関しても人によっては精神的な楽しみになっている場合も  
ある。これは気持ち・心一価値観の問題である。公権力はこの領域に関しては中立であるべき  
だ。したがって、がんの予防としての禁酒・禁煙を掲げ、過度に公権力が関与するのはいかが  

73  個人の価値観と公権力 について              なものかと思う。一方、がんになってしまったら、誰しもが治したいと考える。これは価値観の領  
域ではないので、がんの発生メカニズムが非常に複雑といわれている中で、飲酒一喫煙等様々  
な危険因子とがんの因果関係を解明し、がんの治療に結びつけるために公権力が関与するこ  
とは大いに賛成である。予防対策以上にこの分野に時間とお金をかけるべきである。   

たばこを吸うとがんになるという因果関係は明確にあるということは証明されていないと思う。ま  
喫煙者率引き下げの数      た、様々ながんにおいて、そのがんになる原因は、その人の食べる物、運動不足、車の排気ガ  

74           値目標を作るべきでは  ス、お酒、親からの遺伝、年齢等いろいろな要素から起因しているものであり、何故たばこだけ  
ない   なのか。お酒とかコーヒーと同じ嗜好品について、行政がそれを制限するようなことはもっての  

ほかである。   

がんの危険因子にはいろいろあると思う。車の排気ガス、アスベスト、様々な化学物質、遺伝的  
75  がんの予防について      なもの、アルコール、その他いっぱいあるのに、たばこだけがやり玉にあげられるのは的はずれ  

ではないか。総合的に分析して対策を立てるべきである。   

喫煙率の目標設定がみおくりとなったようだが、なぜそこまで設定するのか理解できない。喫煙  

と76  喫煙の権利について      とがんの関係での話のようだが、喫煙率の低下しているアメリカと日本のがん発症率を比較し    てみても、アメリカがなぜがん発症が高いのか。がん発症の原因など、ほかに多く考えられるの  
ではないか。喫煙が何故問題になるのか。非喫煙者への迷惑と言われるが、車の排気ガス等  
いくらでも害になるものがあるのではないかと思う。喫煙者の権利ということも考えてほしい。  

がんの原因となるたば  たばこに様々な恐ろしい有害物質が含まれているのは明白である、喫煙者にがん患者が多い  
この販売を禁止してほし  ことも常識である。国民の健康を守る為に、禁煙後進国の汚名を返上して、健康保険制度の崩  
い   壊につながり、労働人口を減らしているたばこを販売禁止にしてほしい。  
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テーマ⑤がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

合法的な晴好品である喫煙に対し、国家が介入して喫煙者率を引き下げるように誘導すること  
喫煙率を下げる数値目      ま、日本国憲法の国民の権利と義務を無視したものである。喫煙者率は減少しているにもかか  

78           標は不要   わらず、がんの羅患や死亡は増加している現象を見る限り、むしろほかの要因ががんの発生に  
寄与している可能性は高く、別の視点からの予防への取り組みや研究が急務である。   

がん対策におけるたば  
79   この喫煙率低減につい  

て   

たばこのパッケージには注意文言が印刷されている。いわゆる「病気予防」のためのメッセージ  

大変な、大変なたばこ  
である。自分たちが販売する商品にこのようなメッセージを表示して販売している商品はどこに  

80   屋さん  もない。だから、たばこ屋さんは自信を持ってたばこを販売し生計を立てており、お客様は嗜好  
品として愛飲されている。がん対策は重要と考えるが、たばこ＝がんと「悪」のように言われるの  
は、たばこを販売しているものにとって心外である。   

財務省でたばこ店に販売許可を出しながら、一方では厚生労働省でがん対策としてたばこの消  
81  たばこ対策について      費を削減するのはいかがなものか。たばことがんの因果関係は明確ではないと思う。たばこだ  

けがん対策のターゲットとするのはおかしい。   

「基本計画」中に喫煙者  たばこは嗜好品であり、成人がリスクを理解し、自分のからだと相談し喫煙するかしないかを決  
率引き下げの数値目標      めれば良い。国が介入する必要はない。また、たばこの消責量は、喫煙と健康に関する意識の  

82            およびたばこの価格・課  高まりによる構造的減少に加え、公共の場所での喫煙規制の高まりにより、急速に減少してい  
税政策を示すべきでな   

い   
る。このような状況の中で価格・課税政策の強制による消貴削減は、国内のたばこ産業にはか  
りしれない影響を与える。   

たばこは長年にわたり生活に定着し親しまれてきた合法の晴好晶であり、また、喫煙が身体に  
どのような影響を与えるか、未だにその全容が明らかになっていないものと認識している。ま  

83  たばこ対策に関しての          た、枠組み条約に規定されている各種施策はその全てが各国一律に義務付けられているもの   望   
要   ではなく、それぞれの施策について、各国の法制度、文化、歴史、産業構造等を踏まえ慎重に  

検討されるべきである。このような中、万一がん対策のための消費抑制を目的としたたばこ増  
税等を行うことは容認できない。   

84  がんに関する研究につ  
厚生労働省は喫煙ががんの直接原因と信じているのか。たばこががんの直接原因と証明した  

いて  
人はいるのか。疫学的には世界の学者で否定されている。（ウィーンで開催された「受動喫煙が  
肺がんに及ぼす影響についての会議」に出席した科学者・医者のほとんどが関連性を否定）  
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テーマ⑤ がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

がんに関しては早期に 診によって発見する  
85   検  

のが肝要である   てているお店があることも無視されては困る。   

たばこが肺がんの危険因子であることは議論の余地はないが、それがわかっていても私はた  

まこを吸う。全く無害な物質等が世の中にあるのか。要は摂取量の問題である。肺がんになる  

86  喫煙者率の低減目標に ついて          リスクより、ストレス社会を生き抜くツールとしてたばこを吸うメリットが高いと判断する。正しい  
情報をもとに吸うか吸わないかの判断は個々人に任せるというスタンスが正しいと思う。国で認  
めているたばこを国がやめさせる指標を設定するという矛盾を冷静に考えるべき。   

たばこをがんの直接の原因であるかのように位置づけ喫煙率を低減する目標まで設定しようと  

87  たばこ販売店の意見  
していることは、たばこの販売で生活している者を全く無視しており、政府の一機関である厚生  
労働省がやることではない。たばこ税は国の重要な財源である。たばこは晴好品であって、吸う  
吸わないは個人の自由である。   

がん対策推進基本計画  たばこの価格・課税については、たばこである以上財務省の管轄であり、がんとは全く関係ない  
88       （案）に対する意見   のではないか。愛煙家でも長生きの人はいるし、必ずしも病気に関係しているとは言えない。   

肝がんの予防は、早期にウイルスキャリアを見つけ、B型、C型肝炎に対する抗ウイルス療法を  
いかに早く継続して繰り返し行い肝炎の進行をストップし、治癒へ向かわせるかにかかってい  

89  肝がんの予防について          る。輸血や予防接種、静脈注射といった医療行為が原因となって蔓延してきた国民病であり、  

その対策は個人負担（保険診療）に任せていては後手に回ることは明らかである。肝がんで亡  
くなる人が亡くなるのを待っているかのような対策は悲しい。積極的な対応を望む。   

「基本計画」に喫煙者率  たばこは晴好品である。大人が健康へのリスクを高めることも知りながら自己判断で吸っている  
90       引き下げの数値目標を  のが現実である。喫煙が直接がんに関係があるかどうかわからないのに、国が個人の判断に  

あげるべきではない   よる行為に対し目標値を示すことはおかしい。   

がん予防の取組を優先  がん対策において医療も喫緊の課題であるが、「がん予防の取組」（社会的な取組一個人的な  
91       して   取組）を優先していく必要があると思う。   
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テーマ⑤ がんの予防  
ご意見の表題   ご意見の概要   

がんの予防についてはさまざまなものがあり、喫煙、食生活、運動等の生活習慣によるものが  

92  がんの予防について  
大部分であると考える。がん予防については、例えば石綿による肺がん等明確な因果関係が  
断定されているものは別として、通常の生活習慣から推定されるものは、あくまで推定の領域を  
出ておらず、それをもって国民の生活習慣そのものを拘束することは避けるべきである。   

「喫煙率半減」盛り込ん  数値目標を盛り込むべき。マナーまかせで受動喫煙が無くならない以上、喫煙率を下げること  
93       でください   が、効果的な受動喫煙防止策となる。   

がんの原因としてはWHOなどが公表しているように、1／3は喫煙、1／3は食事、1／3はその他であ  
エビデンスに基づき、喫      り、また、対策の効果としては喫煙対策がその他の対策を上回ることが明らかになっている。こ  

94           煙率ゼロを最大の目標  のことから、がん予防としては、喫煙率の削減目標が上げられて当然であって、その目標値に  
とすべき   ついても、「喫煙率ゼロ目標」を掲げるべきである。「喫煙率半減」なら現在の半数なら喫煙して  

よいということになり、これは、がん対策の目標とも呼べない。   

喫煙とがんの関係については、おおよその研究結果は疫学的見地に立った研究成果であり、  

95  喫煙率の数値目標及び たばこの価格方策につ  

いて  こは合法的な嗜好品である。国家が価格操作に介入すべきほど明確な害悪性を持つものでは  
ない。   

がんは経験的に食事、環境、運動などで飛躍的に病状が改善する。社会一般的にがんの原因  

96  がん予防に関する知識 の周知／教育のお願い      ／遠因について情報が得られ周知され、生活習慣病であることが認識されれば、がん患者を生  
みやすい家庭も、自主的に環境を改善するようになると思う。   

がん検診の重要性を周知し、欧米化された現代の日本の食生活・習慣を見直すことでがんの  
予防ができるとの知識を広く伝えるため、生徒には教育現場で「若年齢喫煙の危険性や生活習  

がん予防の国民教育の 進（がんの知  97   推を識教  
育とたばこ対策）  供し、国民自ら意識を改革する機会を提供していく必要がある。また、最も費用対効果が高く、  

がん予防の基本とも言うべきたばこ対策から、具体的な数値目標を欠落させてはならない。喫  
煙率半減の数値目標を盛り込み、たばこ対策を強力に推し進めてほしい。   

基本法の基本理念では一番に「がんの克服」言匿っている。そのためには最大の発がん物質であ  
るたばこの害についての対策と情報提供を明記すべきである。①歳代の発がん性をもったばこ  

98  がん克服を目的とした 基本計画とするために          に関する対策を具体的な数値目標をもって基本計画に入れる。②食生活（たばこの情報を含  
む）とがんとの関係を自治体主導で情報提供し、がんは生活習慣病のひとつであることを知ら  
せる。   

q》  



テーマ⑤ がんの予防  
ご意見の表麺   ご意見の概要   

がんの原因については、まだ未解明な部分も多く、まずはその原因を突き止めることが肝要で  
がんの根本原因の究明  

99   を  れをしてはいけない、これをしてはいけないという生き方ではなく、個々人の自由な生活の中  
で、本当にがんになる原因となるものを解明して、未然に防ぐ手だてを提供してほしい。   

たばこは成人の晴好品であり、成人自身の判断により楽しまれる看であり、法により一方的に  
「たばこの価格・課税政 策」を基本計画に掲げる  

100  
べきではない  格アップ・課税を掲げるのではなく、消費者利益とその消費の自由の観点及び価格と消費量の  

バランスという税収の観点等から複合的に検討すべきである。   

喫煙ががん等の疾病のリスクを高めることはたばこ製造事業者もすでに認めている。喫煙によ  
喫煙率半減の数値目標      る社会損失が年間7兆4000億円にのぼるとの試算もある。政府として「喫煙率半減」の具体的  

101           を示してほしい   な数値目標を国民に示し、喫煙の危険性や禁煙治療に関する適切な情報提供、禁煙希望者の  

支援等の政策努力を行っていく必要と責任がある。   

発育途中にある未成年者の喫煙防止は、がん対策を進めるうえで重要であるが、わが国の現  
状はたばこ自販機が多数設置されるなど未成年者が容易にたばこを入手できる環境にある。  

102  たばこへの課税の強化          課税によってたばこ価格を大幅に引き上げることが現実的、かつ、未成年者保護の観点からも   示してほしい   
を   重要である。たばこを財政物資として捉える向きもあるが、喫煙による社会損失が年間7兆40  

00億円にのぼるとの試算もある。たばこへの課税を強化することにより、喫煙による社会損失  
を抑制しつつ税収との収支均衡を図る必要がある。   

喫煙とがんの問題は、能動喫煙の問題ばかりではなく、公共空間における喫煙行為により、非  
公共空間における受動 喫煙防止の数値目標を  

103  
示してほしい  り発がん物質に曝露することは、他者の身体権や自己決定権を侵害・躁潤する行為であり、が  

ん対策の観点からも公共空間における喫煙はより厳格に規制すべきである。   

ヘリコバクター・ピロリが胃がんの発生に対し、最も大きなリスクになっていることに異論はな  

い。そこで除菌による胃がん予防効果が期待されており、最近の研究からそれを支持するデー  
がん死亡率減少のため          タが出つつある。50歳以上では、高齢者人口が増加することとヘリコバクター・ピロリ感染率が  

104               の提案   高いため、除菌をしないと今後胃がん発見者が増加することとなる。退職後の高齢者では胃が  
ん検診の受診率は低下するので、進行胃がんが今後増えていくとの懸念がある。胃がんの死  
亡率を減らすには積極的な除菌と高齢者の胃がん検診受診率の向上が必要である。   

現在、臨床使用あるいは研究されている腫癌イメージングプローブのほとんどは、完成された  
がん対策における分子 イメージングの役割等  

105  
について  標的とするプローブが開発されれば、前がん状態の段階で検出してがんとして完成しないよう  

にする、つまり「発がん予防」への道も開けることが期待される。  

つU  




